
1/5 

 

千葉県警察官の昇任に関する訓令  

平成４年４月 16日  

本部訓令第９号  

〔沿革〕  

平成４年７月本部訓令第 24号      平成６年４月本部訓令第５号  

平成６年 12月本部訓令第 13号      平成７年３月本部訓令第 20号  

平成８年３月本部訓令第７号      平成８年 10月本部訓令第 14号  

平成９年９月本部訓令第 11号      平成 10年３月本部訓令第 13号  

平成 12年４月本部訓令第 11号      平成 12年４月本部訓令第 13号  

平成 14年２月本部訓令第２号      平成 14年 11月本部訓令第 31号  

平成 16年４月本部訓令第 14号      平成 17年 10月本部訓令第 23号  

平成 20年３月本部訓令第 10号      平成 28年３月本部訓令第４号  

令和３年 11月本部訓令第 19号      令和６年２月本部訓令第４号  

令和７年２月本部訓令第３号                           

千葉県警察官の昇任に関する訓令を次のとおり定める。  

千葉県警察官の昇任に関する訓令  

目次  

第１章  総則（第１条―第８条）  

第２章  試験昇任（第９条―第 18条）  

第３章  選抜昇任（第 19条―第 22条）  

第４章  選考昇任（第 23条―第 26条）  

第５章  雑則（第 27条）  

附則  

第１章  総則  

（目的）  

第１条  この訓令は、職員の任用に関する規則（昭和 33年人事委員会規則第４号）に基づき、千葉県警察

官の警部、警部補及び巡査部長への昇任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

（昇任の種別）  

第２条  警部、警部補及び巡査部長への昇任の種別は、試験昇任、選抜昇任及び選考昇任とする。  

（委員会の設置）  

第３条  昇任に関する制度を厳正公平かつ円滑に運用するため、県本部に千葉県警察官昇任試験委員会（以

下「試験委員会」という。）、千葉県警察官選抜昇任管理委員会（以下「選抜委員会」という。）及び

千葉県警察官選考昇任管理委員会（以下「選考委員会」という。）を置く。  

（試験委員会の組織構成等）  

第４条  試験委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。  

２  委員長には本部長を、副委員長には警務部長を、委員には各部長（警務部長を除く。）及び警務部警

務課長をもって充てる。  

３  委員長は、昇任試験を実施するに当たり、専門的な知識又は技能を有する者を補助者に指定すること

ができる。  

４  試験委員会の事務を処理するため、書記を置く。  

５  試験委員会の庶務は、警務部警務課において行う。  

（選抜委員会の組織構成等）  

第５条  選抜委員会の下に、次の各号に掲げる委員会を置く。  

(１ ) 部選抜昇任管理委員会  県本部の部に置く委員会をいう。  

(２ ) 課選抜昇任管理委員会  県本部の課に置く委員会をいう。  

(３ ) 署選抜昇任管理委員会  署に置く委員会をいう。  

２  選抜委員会、部選抜昇任管理委員会（以下「部委員会」という。）、課選抜昇任管理委員会（以下「課

委員会」という。）及び署選抜昇任管理委員会（以下「署委員会」という。）の組織構成及び任務は、

別表第１のとおりとする。  
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３  委員会の運営及び庶務は、次によるものとする。  

(１ ) 委員会の運営は、当該委員会の委員長の定めるところによる。  

(２ ) 委員会の庶務は、選抜委員会においては警務部警務課、部委員会にお いては当該委員会が置かれ

る部の庶務担当課、課委員会及び署委員会においては当該委員会が置かれる課及び署の次長が行うも

のとする。  

（選考委員会の組織構成等）  

第６条  第５条及び別表第１の規定は、選考委員会について準用する。  

（面接官等）  

第７条  昇任試験、選抜昇任及び選考昇任（以下この章において「試験等」という。）の面接官等事務に

従事する者は、職員の中から試験委員会、選抜委員会及び選考委員会の委員長が指名した者をもって充

てる。  

２  前項の規定により指名された者は、試験委員会、選抜委員会及び選考委員会の委員長を補 佐し、試験

等の実施に関して必要な事項を処理するものとする。  

（秘密の保持等）  

第８条  面接官等の事務に従事する者は、試験等に関する秘密を保持するとともに、試験等が適正かつ公

平に行われるように努めなければならない。  

第２章  試験昇任  

（昇任試験の区分）  

第９条  第２条に規定する試験昇任により行う昇任のための試験（以下「昇任試験」という。）の区分は、

次のとおりとする。  

(１ ) 警部昇任試験  

(２ ) 警部補昇任試験  

(３ ) 巡査部長昇任試験  

（昇任試験の公表）  

第 10条  昇任試験は、試験委員会委員長（以下この章において「委員長」という。）が必要と認めるとき、

実施日、その他試験実施に関する事項を決定して行うものとし、実施日のおおむね１か月前に公表する

ものとする。  

（受験希望者報告）  

第 11条  所属長は、前条の規定による昇任試験の公表を受けたときは、その内容を所属職員に周知させる

とともに、受験を希望する者について、当該試験区分ごとに昇任試験受験希望者報告書（別記様式第１

号）を作成し、当該試験の公表の際に指定する期日までに、警務部警務課長を経由して委員長に報告す

るものとする。  

（昇任試験の受験資格）  

第 12条  昇任試験の受験資格は、実施年度の４月 30日現在において、別表第２の基準を満たすものとする。

ただし、委員長が別に受験資格に関して基準を定める場合は、この限りでない。  

２  在級年数及び勤続年数の計算は、次によるものとする。  

(１ ) 次の期間は、在級年数及び勤続年数に含むものとする。  

ア  警察学校における初任科教養の期間  

イ  出向中の期間  

ウ  警察官前歴を有する者の当該前歴期間のうち、委員長が必要と認める期間  

(２ ) 次の期間は、在級年数及び勤続年数に含まないものとする。  

ア  休職又は停職の期間  

イ  公務に起因する療養以外の療養休暇の期間  

ウ  自己啓発等休業の期間  

エ  その他委員長が指定する期間  

(３ ) 前各号の年数の計算は、月を単位として行い、第１号の期間については、月のうち１日でも職に

ついた場合は、その月の在職期間は１月とし、第２号の期間については、 30日をもって１月とし、１

月未満の端数が生じたときは、その端数を合算し、その合計に１月未満の端数が生じたときは、これ

を１月に切り上げるものとする。  

３  昇任試験実施日において、現に次の期間中にある者は、昇任試験を受験することができない。  
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(１ ) 休職、停職の期間  

(２ ) 療養休暇の期間  

(３ ) 自己啓発等休業の期間  

(４ ) その他委員長が指定する期間  

（昇任試験の受験資格に関する特例）  

第 12条の２  特別捜査官（財務捜査官（財務諸表等に関する高度な専門的知識をもって犯罪捜査等を専門

的に行うために特別に採用された警察官をいう。）、国際捜査官（外国の法制度及び文化の知識、外国

語による折衝能力等をもって犯罪捜査等を専門的に行うために特別に採用された警察官をいう。）及び

サイバー犯罪捜査官（コンピュータその他の情報処理に関する高度な専門的知識、技能等をもって犯罪

捜査等を専門的に行うために特別に採用された警察官をいう。）をいう。）に係る昇任試験の受験資格

は、前条第１項の規定にかかわらず、実施年度の４月 30日現在において、別表第２に掲げる受験資格の

基準のうち、在級年数及び懲罰の基準を満たす場合に有するものとする。ただし、採用後最初の昇任に

係る昇任試験の受験資格については、別表第２に掲げる在級年数の基準にかかわらず、当該警察官に係

る職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則（昭和 45年千葉県人事委員会規則第９号）第２条

第８号に定める経験年数が、警部昇任試験を受験する者については 16年、警部補昇任試験を受験する者

については 10年を超える場合には、受験資格を有するものとする。  

（昇任試験の実施方法）  

第 13条  昇任試験は、当該試験区分ごとに予備試験、第１次試験及び第２次試験について行うものとする。  

２  予備試験は、択一式試験とする。  

３  第１次試験は、記述式試験とし、予備試験に合格した者及び第 16条各号に掲げる予備試験免除者に対

して実施するものとする。  

４  第２次試験は、口述試験及び術科試験とし、第１次試験に合格した者に対して実施するものとする。  

（昇任試験の科目等）  

第 14条  昇任試験の科目、方法及び時間は、別表第３のとおりとする。  

（法令集の閲覧）  

第 15条  試験委員会は、第１次試験の実施に際して、あらかじめ準備した法令集を貸与し、閲覧させるこ

とができるものとする。  

（予備試験の免除）  

第 16条  第 13条第１項の規定にかかわらず、次の者については、予備試験を免除するものとする。  

(１ ) 現階級において、昇任試験実施前年度の３月 31日前の５年間に、警察表彰規則（昭和 29年国家公

安委員会規則第 14号）及び千葉県警察の表彰に関する訓令（平成２年本部訓令第１号）に規定する本

部長賞誉以上（永年勤続職員の表彰を除く個人表彰に限る。）を受賞した者で、次表に該当するもの  

表彰種別及び回数の基準  適用限度  

１  警察庁長官賞詞１回  同一表彰の受賞歴による予備試験免除は、１回限りと

する。  ２  管区警察局長賞詞１回  

３  本部長賞詞１回かつ本部長賞誉１回   

４  本部長賞誉３回   

(２ ) 昇任試験実施前の１年間に、特に顕著な功労があったと委員長が認める者  

(３ ) 昇任試験実施の前年度において、千葉県警察の表彰に関する訓令第８条に規定する定例表彰のう

ち、駐在所勤務員として本部長賞詞を受賞した者  

２  委員長は、予備試験免除者を決定したときは、あらかじめ当該免除者に通知するものとする。  

（加点評価）  

第 17条  加点評価は、当該試験区分に応じて勤務成績、表彰の受賞歴、実務に直結した技能及び術科につ

いて行うものとする。  

２  勤務成績の加点評価は、予備試験及び第１次試験の各段階において、当該試験区分に応じて行うもの

とする。  

３  表彰の受賞歴の加点評価は、第１次試験において、昇任試験実施前年度の３月 31日前の５年間に現階

級で本部長賞誉以上（個人表彰に限る。）を受賞した者に対し行うものとする。  

４  実務に直結した技能の加点評価は、第１次試験において、次の各号について行うものとする。  
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(１ ) 救急法技能検定  上級  

(２ ) 赤十字救急法指導員資格  

(３ ) 鑑識技能検定  総合上級又は科目別上級  

(４ ) 自動車運転技能認定  １級  

(５ ) 外国語検定  １（上）級  

(６ ) 簿記検定  １級  

(７ ) 前各号に掲げるもののほか、委員長が加点評価の対象として認めるもの  

５  術科の加点評価は、第１次試験において、次の各号について行うものとする。  

(１ ) 柔・剣道  ２段以上  

(２ ) けん銃  上級  

(３ ) 逮捕術  上級  

（昇任試験合格者の決定）  

第 18条  昇任試験合格者の決定は、次によるものとする。  

(１ ) 予備試験の合格者は、予備試験の成績に勤務成績の評価を加えた総得点の高点順に決定する。  

(２ ) 第１次試験の合格者は、記述式試験の成績に勤務成績、実務に直結した技能・術科及び表彰歴の

評価を加えた総得点の高点順に決定する。  

(３ ) 最終合格者は、第１次試験及び第２次試験の成績、勤務成績、勤務経歴、実務に直結した技能・

術科、賞罰、健康等を総合して決定する。  

第３章  選抜昇任  

（選抜昇任の区分）  

第 19条  第２条に規定する選抜昇任の区分は、次のとおりとする。  

(１ ) 警部選抜昇任  

(２ ) 警部補選抜昇任  

(３ ) 巡査部長選抜昇任  

（選抜昇任の示達）  

第 20条  選抜昇任は選抜委員会委員長（以下この章において「委員長」という。）が必要と認めるとき、

選抜昇任の実施に関する事項及び選抜（考）昇任有資格者名簿（別記様式第２号）を示達して行うもの

とする。  

（選抜昇任の資格基準）  

第 21条  選抜昇任の資格基準は、次のとおりとする。ただし、委員長が別に定めるときは、この限りでな

い。  

(１ ) 在級年数、勤続年数、年齢及び術科・技能資格が別表第４の基準を満たす者  

(２ ) 直近上位の職に必要な職務上の知識、技能並びに人格、識見を十分有し、かつ、健康である者  

(３ ) 自己の職務に全能力を傾注し、勤務成績が特に優秀である者  

２  第 22条第３号に定める選抜昇任考査の実施日において、第 12条第２項第２号に掲げる期間中にある者

は、選抜昇任の資格を有しないものとする。  

（選抜昇任候補者決定の手続）  

第 22条  選抜による昇任候補者決定の手続は、次によるものとする。  

(１ ) 選抜昇任適格者の推薦及び内申  

ア  課委員会及び署委員会は、選抜（考）昇任有資格者名簿に登載された者について、選抜昇任の区

分ごとの年齢、勤務年数、在級年数等を審査するとともに、平素の勤務成績評価を合議の上、選抜

昇任適格者を選考し、同人が最も適性を有する業務を主管する部に置く委員会の委員長に対して、

選抜（考）昇任推薦書（別記様式第３号）により推薦するものとする。  

イ  部委員会は、前号の選抜（考）昇任推薦書に基づき、その者の能力、実績等を審査し、選抜昇任

適格者を委員長に対して選抜（考）昇任内申書（別記様式第４号）により内申するものとする。こ

の場合において、選抜（考）昇任推薦書の写しを添付するものとする。  

(２ ) 書面審査  

選抜委員会は、前号の推薦及び内申に基づき厳正な書面審査を行い、次号に定める選抜昇任考査の

受考者を決定する。  

(３ ) 選抜昇任考査  
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選抜委員会は、前号の規定により決定した選抜昇任考査の受考者について、実務能力及び適性を審

査するため、面接考査及び論文考査を行うものとする。  

(４ ) 選抜昇任候補者の決定  

選抜委員会は、書面審査、選抜昇任考査の結果を総合して、直近上位の階級に充てることがふさわ

しいと認められる者を、選抜昇任候補者として決定するものとする。  

第４章  選考昇任  

（選考昇任の区分）  

第 23条  第２条に規定する選考昇任の区分は、次のとおりとする。  

(１ ) 警部選考昇任  

(２ ) 警部補選考昇任  

(３ ) 巡査部長選考昇任  

（選考昇任の示達）  

第 24条  選考昇任は、選考委員会委員長（以下この章において「委員長」という。）が必要と認めるとき、

選考昇任の実施に関する事項及び選抜（考）昇任有資格者名簿を示達して行うものとする。  

（選考昇任の資格基準）  

第 25条  選考昇任の資格基準は、次のとおりとする。ただし、委員長が別に定めるときは、この限りでな

い。  

(１ ) 勤務成績が優秀であると委員長が認める者  

(２ ) 勤務に関し、専門的知識を有している者であって、その知識及び技能を活用するためには、その

者を昇任させることが必要であると委員長が認める者  

(３ ) 在級年数及び年齢が次の表に該当する者  

昇任させる階級  在級年数  年齢  

警部  ８年以上   45歳以上  

警部補  ８年以上   40歳以上  

巡査部長  大学卒業者  ８年以上  31歳以上  

 短期大学卒業者  10年以上   

 その他の者  12年以上   

注１  在級年数の基準日は、実施年度の４月 30日とする。  

２  年齢の基準日は、実施前年度の３月 31日とする。  

３  在級年数の計算は、第 12条第２項による。  

２  第 22条第３号に定める選考昇任考査の実施日において、第 12条第２項第２号に掲げる期間中にある者

は、選考昇任の資格を有しないものとする。  

（選考昇任候補者決定の手続）  

第 26条  第 22条の規定は、選考による昇任候補者決定の手続について準用する。  

第５章  雑則  

（合格及び決定の取消し）  

第 27条  試験委員会、選抜委員会及び選考委員会は、合格者又は昇任候補者として決定した者が、昇任す

るまでの間に次の各号のいずれかに該当したときは、当該合格又は決定を取り消すものとする。  

(１ ) 試験等の受験又は審査について、不正な行為が判明したとき  

(２ ) 非行により懲戒処分を受けたとき  

(３ ) その他昇任させることが監督者として適当でないと認めたとき  

 

以下別表等省略  

 

 

 

 

 

 


